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重点医師偏在対策支援区域について
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２ 重点医師偏在対策支援区域の指定の考え方（国）について

○今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が
早い地域などを ｢重点医師偏在対策支援区域 ｣と設定した上で、優先的かつ重点的に対策を進める。

○重点医師偏在対策支援区域の設定に当たっては、都道府県において、 厚生労働省の提示する候補区域を参考としつつ、地
域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地
域住民の医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮して選定することとする。

○当該区域については、二次医療圏単位のほか、地域の実情に応じて、市区町村単位、地区単位等も考えられる。また、対
策の実施に当たっては、地域の関係者の理解が重要であることから、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議した上
で当該区域を選定する。

【厚生労働省が提示する候補区域の考え方】

①医師少数県の医師少数区域

②医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏

（全国で下位１/４）

③各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏

なお、医師多数都道府県等においては、候補区域となる二次医療圏が、必ずしも地域住民の医療へのアクセス等に困難
を抱える区域ではないと考えられる場合は、重点医師偏在対策支援区域が優先的かつ重点的に医師偏在対策を実施すべき
区域であることを鑑み、候補区域となる二次医療圏を重点医師偏在対策支援区域として設定しないことも考えられる。

※本県においては、①及び②の該当がないため、医師偏在指標が最も低い二次医療圏である｢西和医療圏｣が候補区域として

示される予定
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３ー１ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域の設定について

○重点医師偏在対策支援区域の設定に当たっては、都道府県において、 厚生労働省の提示する候補区域を参考としつつ、地域の
実情に応じて選定することとしている。

○本県においては、医師少数区域がないため、国により医師偏在指標が最も低い二次医療圏である｢西和医療圏｣が候補区域として
示されると想定されるが、著しく偏在指標が低い地域ではない。

（[令和８年公表医師偏在指標] 西和医療圏：224.4、上位1/3閾値：236.0、下位1/3閾値：193.7）

○よって、国が例示項目を以下のデータにより検証し、他の２次医療圏等も含めて区域の検討を実施する。

国の例示項目及び検討データ
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３ー２ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域設定にかかるデータ集

■医師偏在指標

○本県は医師少数区域（下位1/3）の設定はないが、全国平均（266.8）を下回る医療圏は、西和医療圏及び南和医療圏が該当する。

○特に南和医療圏はへき地を抱えており、医師不足が課題となっている。
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３ー３ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域設定にかかるデータ集

■へき地尺度

○人口密度・３次救急病院までの距離・豪雪地帯・離島等を項目として選定し、国内の医療におけるへき地の度合いを示す指標
（令和７年度厚生労働科学研究班）であり、上位10％の区域はへき地尺度が特に高い区域として、医師少数区域の設定が可能
になる。

○本県では、上位10％の医療圏はないが、南和医療圏が上位85位（上位約25％に位置）であり全国的にもへき地尺度が高い医療
圏となっている。
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３ー４ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域設定にかかるデータ集

■診療所医師の高齢化率（65歳以上）

○診療所医師の高齢化率が奈良県平均値を上回る医療圏は、東和医療圏、中和医療圏及び南和医療圏である。

○また、特に東和医療圏及び南和医療圏は高齢化率が40％を超えており、著しく医師の高齢化が深刻である。
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３ー５ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域設定にかかるデータ集

■可住地面積あたり（１k㎡）の医師数

○全国平均値を下回る医療圏は、東和医療圏及び南和医療圏である。

○特に南和医療圏については、 可住地面積あたり（１k㎡）の医師数が１名を下回っており、医師が著しく不足している。
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３ー６ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域設定にかかるデータ集

■今後の人口動態（高齢化率）

○奈良県の高齢化率人口に占める65歳以上の割合は年々上昇し、2045年には全ての医療圏で40％を超える見込みである。

○なお、本県において、2050年度時点で奈良県平均値を上回る医療圏は、奈良医療圏、東和医療圏、南和医療圏の見込みである。

特に南和医療圏においては、県内平均の43.3％を大きく超え、60％を上回る見込みである。
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３ー７ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域設定にかかるデータ（まとめ）
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■検討結果

○例示項目によりデータ検証では、本県において最も医師の偏在が大きい２次医療圏は南和医療圏、次いでは東和医療圏であると

考えれる。特に南和医療圏については、医師偏在が県内の他の医療圏と比較しても大きいと思われる。



３ー８ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域の設定について

■医師少数スポット

○データ検証の結果、本県において医師の偏在が大きい２次医療圏は南和医療圏や東和医療圏と考えられる。

○本県では、従来より医師偏在が大きい両医療圏のうち特に医師が不足する山間部に所在する市町村や、へき地診療所を支援
する病院を存ずる市町村等については、第８次医師確保計画（前期）上で｢医師少数スポット｣に設定し、医師少数区域と同
様に重点的に医師確保を行ってきたところ。

○引き続き、令和９年度以降から開始される第８次医師確保計画（後期）においても、東和医療圏及び南和医療圏に所在する
医師少数スポットについては、重点的に医師の確保が実施する必要があると考えている
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①本県の医師少数スポット

【医師少数スポットの設定基準】

次の１～３のいずれかに該当する市町村の区域

１. 無医地区又は準無医地区が存する市町村

２. へき地診療所を有する市町村

３. へき地医療を支援する病院が存する市町村



３ー９ 奈良県における重点医師偏在対策支援区域の設定について

■本県における重点医師偏在対策支援区域（案）について

○データ検証の結果、本県において最も医師の偏在が大きい２次医療圏は南和医療圏であると考えられること

○また、本県における医師少数スポットについては、医師偏在が大きい２次医療圏である南和医療圏及び東和医療圏のうち、
特に医師が不足する山間部等に設定されており、引き続き重点的に医師確保を行う必要があること。

○以上のことから、南和医療圏及び県内の医師少数スポットを重点医師偏在対策支援区域として設定してはどうか。
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【重点医師偏在対策支援区域の設定基準（案）】

次の１～２のいずれかに該当する区域

１. 国の例示項目で最も医師偏在が大きい２次医療圏

２. 医師少数スポット


